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○

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改
正
後

現
行

（
職
場
に
お
け
る
育
児
休
業
等
に
関
す
る
言
動
に
起
因
す
る
問
題
に
関
す
る
雇

用
管
理
上
の
措
置
）

第
二
十
五
条

事
業
主
は
、
職
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
に

第
二
十
五
条

削
除

対
す
る
育
児
休
業
、
介
護
休
業
そ
の
他
の
子
の
養
育
又
は
家
族
の
介
護
に
関
す

る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
制
度
又
は
措
置
の
利
用
に
関
す
る
言
動
に
よ
り
当

該
労
働
者
の
就
業
環
境
が
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
当
該
労
働
者
か
ら
の

相
談
に
応
じ
、
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
雇
用

管
理
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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○

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改
正
後

現
行

（
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関

す
る
法
律
の
適
用
に
関
す
る
特
例
）

第
四
十
七
条
の
三

労
働
者
派
遣
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
が
そ
の
指
揮
命
令

（
新
設
）

の
下
に
労
働
さ
せ
る
派
遣
労
働
者
の
当
該
労
働
者
派
遣
に
係
る
就
業
に
関
し
て

は
、
当
該
労
働
者
派
遣
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
も
ま
た
、
当
該
派
遣
労
働

者
を
雇
用
す
る
事
業
主
と
み
な
し
て
、
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家

族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
十
条
（
同
法
第
十
六
条
、
第

十
六
条
の
四
及
び
第
十
六
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

十
六
条
の
十
、
第
十
八
条
の
二
、
第
二
十
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
及
び
第

二
十
五
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
雇
用
管
理

上
」
と
あ
る
の
は
、
「
雇
用
管
理
上
及
び
指
揮
命
令
上
」
と
す
る
。


